
規

則

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知
事
の
資
産
等

の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
六
十
号

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
九
年
福
島
県
規
則
第
六
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
百
四
十
条
第
二
項
中

｢

者
及
び｣

の
下
に

｢

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り｣

を
加
え
、｢

一
級
で

あ
る
こ
と
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る｣

を｢

一
級
で
あ
る
こ
と
の
記
載
が
さ
れ
、
か
つ
、
障
害
者
自
立
支

援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
自
立
支
援
医
療
受
給

者
証(

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令(

平
成
十
八
年
政
令
第
十
号)

第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
精
神

通
院
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

の
交
付
を
受
け
て
い
る｣

に
改
め
る
。

規

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

財
務
領
域
税
務
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
規
則
第
六
十
一
号

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
七
年
福
島
県

規
則
第
八
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

第
二
条
第
一
項
第
六
号｣

を｢

第
二
条
第
一
項
第
五
号｣

に
、｢

証
券
取
引
所｣

を｢

金
融
商
品
取
引
所｣

に
、｢

証
券
業
協
会｣

を｢

認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会｣

に
改
め
、｢

限

る
。)

｣

の
下
に｢

、
金
銭
信
託｣

を
加
え
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
中｢

第
二
条
第

一
項
第
七
号｣

を｢

第
二
条
第
一
項
第
六
号｣

に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
４
中｢､

貯
金
及
び
郵
便
貯
金
｣

を｢及
び
貯
金
｣

に
改
め
、
同
様
式
４
の
�
及
び
同

様
式
５
を
削
り
、
同
様
式
６
の
�
注
中

｢社
債
券
｣

を

｢社
債
券
､
金
銭
信
託
｣

に
、

｢総
額
｣

を

｢総
額
(金
銭
信
託
に
つ
い
て
は
､
元
本
の
総
額
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
６
を
同
様
式
５
と
し
、
同
様

式
中
７
を
６
と
し
、
８
を
７
と
し
、
９
を
８
と
し
、
10
を
９
と
す
る
。

様
式
第
二
号
４
中｢､

貯
金
及
び
郵
便
貯
金
｣

を｢及
び
貯
金
｣

に
改
め
、
同
様
式
４
の
�
及
び
同

様
式
５
を
削
り
、
同
様
式
６
の
�
注
中

｢社
債
券
｣

を

｢社
債
券
､
金
銭
信
託
｣

に
、

｢総
額
｣

を

｢総
額
(金
銭
信
託
に
つ
い
て
は
､
元
本
の
総
額
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
６
を
同
様
式
５
と
し
、
同
様

式
中
７
を
６
と
し
、
８
を
７
と
し
、
９
を
８
と
し
、
10
を
９
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例(

平
成
十
九
年
福
島
県
条
例
第
五
十
七
号)

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式

第
一
号
４
及
び
様
式
第
二
号
４
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

文
書
管
財
領
域
文
書
法
務
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
規
則
第
六
十
二
号

福
島
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

福
島
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(

平
成
十
五
年
福
島
県
規
則
第

六
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中｢

第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
四
条
第
三
項｣

を｢

第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十

四
条
第
四
項｣
に
改
め
る
。

第
五
条
第
四
号
中｢

第
一
条
各
号｣

を｢

第
二
条
各
号｣

に
改
め
る
。

第
九
条
中｢
第
七
条
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項｣

を｢

第
七
条
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項｣

に
改
め

る
。第

一
号
様
式
中｢第

７
条
第
12項

を｢第
７
条
第
13項

に
改
め
る
。

平成19年７月６日 金曜日 福 島 県 報 号外第58号1

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)
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す
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す
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狩
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す
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程
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○
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す
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福
島
県
公
安
委
員
会

福
島
県
議
会

第
７
条
第
13項
｣

第
７
条
第
14項
｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

環
境
共
生
領
域
自
然
保
護
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
議
会
告
示
第
一
号

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
福
島
県
議
会
の
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
七
月
六
日

福
島
県
議
会
議
長

遠

藤

忠

一

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
福
島
県
議
会
の
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施

行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
福
島
県
議
会
の
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程(

平

成
七
年
福
島
県
議
会
告
示
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

第
二
条
第
一
項
第
六
号｣

を｢
第
二
条
第
一
項
第
五
号｣

に
、｢

証
券
取
引
所｣

を｢

金
融
商
品
取
引
所｣

に
、｢

証
券
業
協
会｣

を｢

認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会｣

に
改
め
、｢

限

る
。)

｣

の
下
に｢

、
金
銭
信
託｣

を
加
え
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
中｢

第
二
条
第

一
項
第
七
号｣

を｢

第
二
条
第
一
項
第
六
号｣

に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
４
中｢､

貯
金
及
び
郵
便
貯
金
｣

を｢及
び
貯
金
｣

に
改
め
、
同
様
式
４
の
�
及
び
同

様
式
５
を
削
り
、
同
様
式
６
の
�
注
中｢社

債
券
｣

を｢社
債
券
､
金
銭
信
託
｣

に
、｢総

額
｣

を

｢総
額
(金
銭
信
託
に
つ
い
て
は
､
元
本
の
総
額
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
６
を
同
様
式
５
と
し
、
同
様

式
中
７
を
６
と
し
、
８
を
７
と
し
、
９
を
８
と
し
、
10
を
９
と
す
る
。

様
式
第
二
号
４
中｢､

貯
金
及
び
郵
便
貯
金
｣

を｢及
び
貯
金
｣

に
改
め
、
同
様
式
４
の
�
及
び
同

様
式
５
を
削
り
、
同
様
式
６
の
�
注
中

｢社
債
券
｣

を

｢社
債
券
､
金
銭
信
託
｣

に
、

｢総
額
｣

を

｢総
額
(金
銭
信
託
に
つ
い
て
は
､
元
本
の
総
額
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
６
を
同
様
式
５
と
し
、
同
様

式
中
７
を
６
と
し
、
８
を
７
と
し
、
９
を
８
と
し
、
10
を
９
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
福
島
県
議
会
の
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例(

平
成
十
九
年
福
島
県
条
例
第
六
十
五
号)

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
様
式
第
一
号
４
及
び
様
式
第
二
号
４
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

(

総

務

課)

福
島
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

平
成
19年
７
月
６
日

福
島
県
公
安
委
員
会
委
員
長
粟
野

章
福
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
６
号

福
島
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
(昭
和
32年
福
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
９
号
)
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
18条
に
次
の
１
号
を
加
え
る
｡

�
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
(平
成
19年
法
律
第
22号
)
の
施
行
に
関
す
る

こ
と
｡
附
則

こ
の
規
則
は
､
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(警
務
課
)
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